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『通商産業政策史 第3巻 産業政策』 

• 序章  1980年代～90年代の産業政策：個別産業政策から経
済構造改革へ（岡崎哲二） 

• 第1章  経済活性化政策（岡崎哲二、是永隆文） 
• 第2章 産業組織政策（是永隆文） 
• 第3章 金融・税制（岡崎哲二・是永隆文・内山 融） 
• 第4章 直接投資と経済の国際化（佐藤仁志・大木博巳） 
• 第5章 調査統計（岡崎哲二）  
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伝統的産業政策の考え方： 
「80年代の通商産業政策のあり方」 

• 産業構造政策の役割 
– 市場機能のみでは「長期的視点から見て望ましい産業構造」の実現

が困難な場合に、市場機構を補完する政策 
• 動態的視点に立った比較優位の維持・形成による適正な国際分業関係
の形成 

• 長期的発展基盤の整備と経済的安全の確保 
• 環境等の外部不経済への対応 
• 円滑な産業調整の実現 

• 産業調整政策 
– 産業調整の意味 

• 特定の産業分野の縮小と他の産業分野への転換 
– 産業調整に関する基本的な考え方 

• 「産業構造の変革、高度化の過程で常に要請されるものであり、通常、
旧来産業の新しい事態への積極的対応という形で自律的に行われる」 

• 「しかし、構造変動による摩擦が極めて大きくなる場合には、一時的には
産業調整のための施策により、問題の解決を図っていく」 
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その具体化： 特定産業構造改善臨時措置法(1983) 

• 「特定産業」について、構造改善基本計画を策定し、計画的な設備の処理
及び生産若しくは経営の規模又は生産の方式化の適正化の促進等のた
めの措置を講ずる （平電炉業、アルミニウム製錬業、化学繊維製造業等） 
 

• 「構造改善基本計画」：目標年度における構造改善の目標、処理を行うべ
き設備の種類と生産能力の合計、処理の方法（廃棄、長期の格納又は休
止、譲渡）と期間、処理と同時に行うべき設備の新設・改良等の制限ないし
禁止に関する事項、事業の共同化・生産品種の専門化・合併・事業提携、
新規設備投資、新商品・新技術の開発に関する事項  

 
→対象：指定された特定業界 
  政策手段： 業界の共同行為、独禁法適用除外 
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伝統的産業政策に対する外圧と経済摩擦 
 

• 日米「産業政策ダイアログ」（1983-84） 
– 米国側の主張 

• 「日本企業による対米輸出競争力は、産業政策による特定産業に対する助成措
置（ターゲット政策）によって培われたアンフェアなものである」  

• 「産構法は、衰退産業の温存を図ろうとするものであり、輸入障壁となっている」  
 

• 「前川レポート」（1985）  
– 「我が国の大幅な経常収支不均衡の継続は、我が国の経済運営に

おいても、また、世界経済の調和ある発展という観点からも、危機的
状況である」  

– 「我が国の構造調整という画期的施策を実施し、国際協調型経済構
造への変革を図ることが急務である」 
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政策レジームの移行： 
産業構造転換円滑化臨時措置法（1987） 

• 「我が国の産業構造が国際経済環境と調和のとれた活力あ
るものに転換していくことが重要であることにかんがみ、特定
業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措
置を講ずるとともに、特定地域の経済の安定及び発展のた
めの措置を講ずること等により、我が国の産業構造の転換
の円滑化を図ること」 

• 「事業適応計画」の承認と金融的支援 
• 「特定事業者」と「特定地域」を対象  

– 業種を対象としない 
– 独禁法の適用除外規定なし 
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「円滑化法」の産業政策史における意味 

• 福川伸次元通産次官（1986.6-1988.6）の回想 
– 「産構法は延ばさないことにして、地域不況に特別な対策を講ずるこ

とになりました。産業構造転換円滑化臨時措置法というのをつくって、
業種別の過剰処理ではなくて、事業所ごとの転換対策をいい計画が
あればそれを助成措置する、こういうことにだんだん変えていきまし
た。業種対策は産構法が最後でした。－中略－産業業種対策をこの
ころに変えていって、市場経済重視の政策に変わっていった、そうい
うことだと思うのです」  
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新しい課題：「90年代の通産政策ビジョン」 （1990） 

• 1980年代末に生じた東欧社会主義圏の崩壊によって、東西
対立の影に隠れていた「西側諸国」間の摩擦が顕在化する 
 

• 国際経済交流の深化によって、経済摩擦が貿易だけでなく、
投資、技術、金融からさらには制度、慣行等の構造的側面に
拡大する 
 

• 日本経済のプレゼンスの増大によって、日本の経済力に対
する懸念が強まり、日本の社会構造や文化にまで立ち入っ
た不信感さえ生じている  
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制度改革への関心：  
産業構造審議会基本問題小委員会中間提言（1993） 

• 「21世紀の我が国経済にふさわしい新たな制度的枠組みを

構築するという観点から、企業システム、雇用システム、金

融・資本市場システムに関連する各種の制度改革を行う」  
 

• 日本の経済システムに関する認識 
– 企業：長期的な量的拡大志向の経営」、激しい企業間競争、経営者

の自律性の高さ（裁量の余地の広さ）、横並び指向、長期継続的取
引 

– 雇用：ホワイトカラーとブルーカラーに共通の長期雇用慣行  
– メインバンクと株式持合い   
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「新しい政策手法」の提言： 
産業構造審議会基本問題小委員会報告書（1994） 

• 「従来は、関連する企業システム・雇用システム・金融資本
市場システム等に関する諸制度・民間慣行や市場の失敗に
対応するための規制をほぼ前提として受け入れながら、各
種の支援措置により直接・間接に産業活動に関与し、望まし
い産業構造に向けて誘導して行くという市場機能の補完の
考え方に重点が置かれたが、今後は、諸制度・規制等を所
与のものとして受け容れるのではなく、まず、市場機能を強
化する方向で、制度の中立化・一般的なルールの設定等の
制度整備や規制緩和・民間慣行の是正に重点を置き、その
上で必要に応じて各種支援措置を講じ、積極的に自己責任
原則に基づいた効率的な市場を形成することに取り組むと
いう考え方を強化して行くべきである」  
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経済構造改革と通産省 

• 橋本内閣の「六つの改革」（1996-1998年） 
– 行政改革、経済構造改革、金融システム改革、社会保障構造改革、

財政構造改革、教育改革  
• 橋本首相の所信表明演説（1996.11） 

– 「高コスト構造の是正によって我が国を産業活動の魅力ある舞台と
し、質の高い雇用機会をつくり出すために、徹底した規制の排除・撤
廃・緩和、企業と労働に関する諸制度の改革、人、物、情報の効率
的な移動を支える基盤整備などを行います」  

• 通産省との関係 
– 1996.10通産次官が産構審の検討事項等を首相に説明 
 →橋本「大きな仕掛け」の必要性 
– 1996.11首相が通産相に対して経済構造改革案を通産省が中心と

なって各省庁と調整のうえ策定するよう指示 
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構造改革政策としての産業政策 

• 牧野力元通産次官（1996.8-1997.7）の回想 
– 「いま経産省でいろいろ進めている構造改革のホールピクチャーをと

らえて出したのは、このころ（「経済構造の変革と創造のためのプロ
グラムのころ－引用者）でしょうね」 
 

• 渡辺修元通産次官（1997.7-1999.9）の回想 
– （橋本内閣・小渕内閣時代）「この時期は経済構造改革を通産省が責

任を持ってやれと、これは初めてのことです」「通産省が経済構造改
革という横割りで各省に球を投げ、その球を経済構造改革という横
串で全部受け止めるというのは、今まで無かったことでした」 

 
• 経済産業省設置法（2001） 

– 所掌事項として「経済構造改革の推進に関すること」（第4条の1） 
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まとめと展望：産業政策レジームの諸局面 
• 「伝統的」産業政策＝業界政策としての産業政策：1980年代前半 

– 特定の産業全体を対象 
– 業界の協調に基づく調整 

• 独禁法適用除外 

• 業界政策としての産業政策の終焉：1980年代後半 
– 特定産業内の特定企業のみを対象 
– 独禁法適用除外なし 
←米国を中心とした国際的な産業政策批判と経済摩擦 

• 構造改革政策としての産業政策：1990年代～2000年代 
– 経済システムを構成する諸制度の改革 
←日本経済の長期停滞 
  経済学研究の影響  

• 「産業政策ルネッサンス」（OECD 2012) 
– 世界的な金融危機と長期停滞 
– 金融市場と中心とする市場メカニズムへの懐疑 
– 新興諸国との競争 
– 新しい成長産業への期待 
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